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(仮称)アパホテル＆リゾート＜横浜ベイタワー＞新築工事 

環境影響評価方法書に関する指摘事項等一覧 

※表中の下線部は前回（第 13回）審査会における追加の指摘事項等を示しております。 

■事業計画について 

項目 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取り扱い 

事業計画 

緑の配置計画について、広場状空

地Ｄ周辺の地区内貫通動線の緑に

人工地盤の緑地があるが、なぜ人

工地盤の緑地なのか。 

[12/8 審査会] 

建物低層部にバルコニー風

に張り出したところ、B－3

地区側にあるのは駐輪場の

上の部分を使った計画を考

えている。[12/8審査会] 

説明済。 

[12/8 審査会] 

広場上空地Ｄの人工地盤の緑地が

駐輪場の屋根の上に検討されてい

るということだが、こちらに駐輪

場を設ける趣旨、あるいはルール

の運用についての今後の検討と、

それが緑地面積に含まれるのか検

討状況を教えてほしい。 

[1/8 審査会] 

駐輪場の屋根部分の緑化は

緑地面積に含んでいる。地

区計画に定められているた

め、公共性の高い駐輪場を

50 台設けることになった。

また、それにあたってのル

ールは料金等も含めてこれ

から検討する。[1/8審査会] 

説明済。 

[1/8 審査会] 

地区施設としての広場状空地が

3,050 ㎡あるが、どのような計画を

考えているのか。[12/8審査会] 

3,050 ㎡というのは地区計

画で定められたもの。どの

範囲でとれるのか関係課と

協議している。 

[12/8 審査会] 

【補足説明】 

地区施設の広場状空地Ｄと

いうのは、街の賑わい、憩

いの場の創出ということを

目標にしている。利用者は

本建物の宿泊者、レストラ

ンの利用者だけでなく、来

街者も利用可能な空間とな

る。イベントや具体的な使

用用途は、今のところは未

定。利用ルールの策定、運

用方法等については北仲通

北地区再開発協議会におい

て来年度中にもエリアマネ

ジメント組織をつくる計画

であり、本事業の広場だけ

でなく、北仲通北地区のそ

の他の街区の広場も含め

て、今後エリアマネジメン

ト組織を中心に協議を進め

る予定。[1/8審査会] 

説明済。 

[1/8 審査会] 
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■事業計画について 

事業計画 

広場状空地の 3,050 ㎡には緑地の

範囲が含まれていないのか。 

[12/8審査会] 

全部を含められるとはまだ

決まっていないが、緑地の

範囲も含められるというこ

とで協議を進めている。

[12/8 審査会] 

【補足説明】 

広場状空地Ｄに含める範囲

は現在、関係課と協議を継

続している。緑地の範囲に

ついては全てではないが、

含められるということで協

議をしている。[1/8審査会] 

説明済。 

[1/8 審査会] 

地区計画に定められている広場状

空地Ｄの 3,050 ㎡を「どの範囲で

とれるのか」関係課と協議してい

るという意味がよくわからないの

ですが。[1/8審査会] 

敷地面積約 8,300 ㎡ある中

で 3,050 ㎡を計画するにあ

たり、人が歩けるところ、

緑地でも人が踏み入れにく

いところもあるので 3,050

㎡を達成する為にカウント

してもよい場所、よくない

場所の検討を進めていると

いうこと。[1/8審査会] 

説明済。 

[1/8 審査会] 

広場状空地Ｄはまとまった空間と

してとらなければいけないのか、

それとも周辺の空地部分も含めて

3,050 ㎡あればよいのか。 

[1/8 審査会] 

まとまりだけでなく、路地

的な部分も含めてとっても

よい。[1/8審査会] 

説明済。 

[1/8 審査会] 

 

■環境影響評価項目について 

項目 指摘、質問事項等 事業者側の説明等 取り扱い 

温室効果ガス    

生物多様性 

緑地の整備に関連して、生物多様

性保全が認識されており、大変評

価されるが、評価項目に「生態系」

「動植物」の項目が入っていない。

目標種の選定や生息生育環境の創

出に際しては、現況の生物相の評

価が重要となると考えます。項目

として取り上げない理由をご回答

ください。[1/8審査会] 

対象事業実施区域は、既に

人工的な改変を受けた場所

であり、注目すべき動植物

の主な生息・生育環境では

ないと考える。動植物の生

息・生育環境となる緑地を

可能な範囲で創出する計画

だが、大規模な環境創出で

はないので項目選定してい

ない。準備書の中で事業計

画の「生物多様性の保全」、

「緑の保全と創造」の項目

で、目標種というよりは期

待も含め、樹種、動植物種

をいくつか挙げた上で、緑

地の創出というものを考え

ていきたい。[1/8審査会] 

今後、ご指摘をいただ

いた審査会委員の意

向を確認しながら事

業者と対応を調整。

[1/22 審査会] 
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■環境影響評価項目について 

生物多様性 

生物多様性へのマイナスの影響だ

けではなくプラスの影響を考え、

生物多様性に効果的な緑化をする

為に評価項目選定し、現状の動植

物種を調査してはどうか。 

[1/8審査会] 

今後、事務局と調整、相談

して対応する。[1/8審査会] 

今後、ご指摘をいただ

いた審査会委員の意

向を確認しながら事

業者と対応を調整。

[1/22 審査会] 

廃棄物・建

設発生土 

   

大気質    

土壌 

過去の旧地権者による調査と、そ

の結果についての報告書は、土壌

汚染対策法に基づくものなのか。 

旧地権者が独自にやったというこ

とであれば、資料として散逸する

おそれがあり、実態把握が十分か

懸念される。[12/8審査会] 

過去の資料が手続きを進め

るにあたって要件を満たす

資料か確認する。 

[12/8 審査会] 

【補足説明】 

旧地権者が行った土壌汚染

調査資料が土壌汚染対策法

に基づく調査資料であるこ

とを確認した。[1/8審査会] 

説明済。 

[1/8 審査会] 

方法書に記載のある「旧地権者に

よる報告書」と「土壌汚染対策法

に基づく報告書」が同じものとい

うことであれば、それが分かるよ

うに準備書に記載してほしい。

[1/8審査会] 

承知した。[1/8審査会] 回答済。 

[1/8 審査会] 

騒音、振動 

評価項目選定において、工事中の

「地下掘削」と「建物の建設」が

選定されていないが、半年近く掘

削等の工事があるので近隣への影

響を考えて予測評価した方がよい

のではないか。[12/8審査会] 

「地下掘削」、「建物の建

設」も含めて「建設機械の

稼働」、「工事用車両の走

行」の項目の中で予測した

い。[12/8審査会] 

回答済。 

[12/8 審査会] 

掘削工事自体の作業音は予測する

のか。[12/8審査会] 

例えば、掘削工事で土を削

り取るような「作業音」は、

バロメーターが公表されて

いないので予測が困難。 

建設機械のエンジン音とい

った「稼働音」に関しては

予測する。[12/8審査会] 

回答済。 

[12/8 審査会] 

工事の作業音を予測はしないまで

も、周辺への配慮は十分に行って

いただきたい。[12/8審査会] 

配慮は十分にしていきた

い。配慮の内容は準備書の

環境保全のための措置とし

て取りまとめる。予測結果

を踏まえて更にプラスアル

ファの環境配慮を考えた

い。[12/8審査会] 

回答済。 

[12/8 審査会] 
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■環境影響評価項目について 

騒音、振動 

工事中は常時監視をして、ある一

定のレベルを超えたらすぐに作業

をどうにかするというような現場

での対応を配慮していただきた

い。[12/8審査会] 

騒音計、振動計で把握した

上で適切な準備と対応をし

たい。[12/8審査会] 

回答済。 

[12/8 審査会] 

地盤 

供用時に水道の代わりに地下水を

利用するのであれば、評価項目に

地下水の水環境の項目が入るべき

ではないか。[12/8審査会] 

上水道を削減するため、事

業性を考慮し、最終的に地

下水利用するとなった場合

は評価項目選定を検討す

る。[12/8審査会] 

【補足説明】 

水質の評価項目選定はしな

いが、準備書の段階で地下

水利用することが決まれ

ば、事業計画の「給排水・

供給施設計画」の中で、事

業者としての方針、対応等

を記載する。[1/8審査会] 

説明済。 

[1/8 審査会] 

電波障害    

日影    

風害    

安全 

（浸水） 

調査内容として過去の災害等の状

況を調べるということだが、過去

これまで起きなかったようなレベ

ルの災害をどの程度まで想定し、

予測していくのか。今までになか

った極端な状況も考慮する必要が

あると思う。[12/8審査会] 

把握できる範囲としては過

去の災害を文献等で整理し

て把握していくことしかな

い。それらへの対応は設計

の中で検証して盛り込める

ものは対応策として考え

る。[12/8審査会] 

回答済。 

[12/8 審査会] 

津波については考慮しているか。

[12/8審査会] 

横浜市で津波に関する既存

資料があるので、その内容

を整理して、それを踏まえ

た対応というのを予測の中

でまとめていく。 

[12/8 審査会] 

説明済。 

[12/8 審査会] 

地域社会 

海側から市道新港７号線を通って

くる車両にはどういう入庫誘導を

するのか。[12/8審査会] 

中央分離帯があり、市道新

港７号線から右折で入れな

い道路構造になっているの

で、計画地より南側の方か

ら左折で入庫するように広

く周知するしかない。カー

ナビ設定時に左折インにな

るようにする等、ソフト面

での対応を今後考えたい。

[12/8 審査会] 

説明済。 

[12/8 審査会] 
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■環境影響評価項目について 

地域社会 

交差点需要率を求める際、海側か

ら計画地を行き過ぎてから迂回す

る車両が交通に与える影響を加味

して評価してほしい。 

[12/8審査会] 

準備書の中で、方面別の配

分についての警察協議も踏

まえて調整していく。 

[12/8 審査会] 

回答済。 

[12/8 審査会] 

景観 

近景の調査地点が本町四丁目交差

点のみだが、もう少し近景の調査

地点を選定する考えはないのか。

[12/8審査会] 

本町四丁目交差点のほか、

サークルウォーク上、汽車

道に関しては近景域にあた

ると思う。[12/8審査会] 

回答済。 

[12/8 審査会] 

近隣の方にとっては圧迫感という

のが一番身近に感じやすいと思う

ので、水際線プロムナードや地区

内貫通動線の出入口も調査しても

らいたい。そうすることで近景の

圧迫感緩和としての緑の効果も検

討できるのではないか。 

[12/8審査会] 

調査地点として検討したい

が、フォトモンタージュの

作成、圧迫感の評価、検証

をするかどうかについては

必ずしもそうではない。類

似の景観や眺望が見られる

というところであれば、そ

の代表地点をとりたい。

[12/8 審査会] 

回答済。 

[12/8 審査会] 

圧迫感に対する影響をみるための

近景視点場追加の検討についての

考えを聞きたい。[1/8審査会] 

ご指摘いただいた近景域か

らパースを作成し、現況写

真との比較資料を準備書の

段階で作成できればと考え

ている。[1/8審査会] 

回答済。 

[1/8 審査会] 

地区計画として定められた景観軸

としての動線と地区内緑地が景観

に対して配慮されたものであるの

かどうか、検証として調査をお願

いしたい。[1/8審査会] 

ご指摘の趣旨は十分理解で

きた。準備書の段階で対応

を検討していきたい。 

[1/8 審査会] 

回答済。 

[1/8 審査会] 

 


